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第3回定例会には、平成22年度補正予算関係1件、条例関係8件、人事案件1件、その他の
案件4件の合計14件が上程されました。
「土岐市功労章の授与について」は、瑞宝小綬章を受章されました亀谷万寿雄さん（泉町）、瑞
宝双光章を受章されました安藤富夫さん（泉町）の土岐市功労章授与を可決し、6月16日議場
において授与式が行われました。
予算関係、条例関係、その他の案件の11件は、各常任委員会に付託され、6月18日に第2常
任委員会、21日に第1常任委員会でそれぞれ審査し、本会議において、すべて原案のとおり可
決しました｡
また、監査委員の改選があり楓博元議員を選任同意しました。
本会議での採決状況及び結果につきましては、下表のとおりです。

平成22年 第3回定例会報告平成22年 第3回定例会報告平成22年 第3回定例会報告

議　案　名 採決結果 議案の主な内容

平成 22年度土岐市一般会計補正予算（第 1号） 全会一致
補正額　3,185 千円
子育て支援マップ作成、マイクロ
波ガス複合炉設置補助

土岐市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部
を改正する条例について 全会一致 市長・副市長の給料等を一定期間

減額するため

土岐市職員の育児休業等に関する条例及び土岐市職
員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正す
る条例について

全会一致 育児休業、育児短時間勤務、部分
休業取得請求要件の拡大

土岐市職員団体のための職員の行為の制限の特例に
関する条例の一部を改正する条例について 全会一致 地方公務員法の一部改正に伴う改

正

土岐市税条例の一部を改正する条例について 賛成 15
反対 1

地方税法の一部改正に伴う改正
たばこ税の税率改正

土岐市国民健康保険条例の一部を改正する条例につ
いて 全会一致 国民健康保険法の一部改正に伴う

改正

土岐市立幼稚園条例の一部を改正する条例について 全会一致 保育料の減免基準の改定

土岐市火災予防条例の一部を改正する条例について 全会一致 対象火気設備等の基準の改正に伴
う改正

東濃西部広域行政事務組合の共同処理する事務の変更
及び東濃西部広域行政事務組合規約の変更について 全会一致 情報システム構築に関する事務の

廃止のため

東濃西部広域行政事務組合規約の変更に伴う財産処
分について 全会一致 情報システム構築に関する財産を

処分するため

土岐市功労章の授与について 全会一致 亀谷万寿雄さんへの授与
土岐市功労章の授与について 全会一致 安藤富夫さんへの授与

土岐市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正す
る条例について 全会一致 非常勤消防団員等に係る損害補償

の基準の改正
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今
回
、
第
二
常
任
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し

た
議
案
は
、
平
成
22
年
度
土
岐
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
１
号
）
中
、
所
管
部
分
の
１

件
で
あ
り
ま
し
た
。
主
な
質
疑
・
答
弁
は
次

の
と
お
り
で
す
。

☆
マ
イ
ク
ロ
波
ガ
ス
複
合
炉
設
置
費
補
助
金

に
つ
い
て

質
疑 

補
修
費
用
に
つ
い
て
は
、
核
融
合
科

学
研
究
所
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

が
、
今
ま
で
の
補
修
は
ど
の
よ
う
な
内
容
か
。

答
弁 

市
内
５
つ
の
工
業
組
合
に
設
置
し
て

い
る
が
、
マ
イ
ク
ロ
波
ガ
ス
複
合
炉
の
発
信

機
は
研
究
所
か
ら
の
中
古
品
の
た
め
８
千
時

間
を
超
え
る
と
故
障
が
出
て
く
る
こ
と
が
わ

か
り
、
そ
の
分
を
補
修
し
た
。

質
疑 

永
久
的
に
補
修
費
用
を
負
担
し
て
い

た
だ
け
る
の
か
。

答
弁 

共
同
研
究
と
い
う
こ
と
で
、
今
の
と

こ
ろ
は
、
研
究
所
が
補
修
費
用
を
負
担
し
て

い
た
だ
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
補
修
期

限
や
方
針
に
つ
い
て
は
、
６
工
業
組
合
が
全

部
設
置
し
て
か
ら
、
検
討
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。　

質
疑 

設
置
し
て
１
年
以
上
経
過
し
て
い
る

組
合
も
あ
る
が
、
今
ま
で
の
成
果
に
つ
い
て

答
弁 

研
究
所
、
試
験
場
、
工
業
組
合
の
報

告
を
基
に
調
べ
た
結
果
、
従
来
の
窯
に
比
べ
、

焼
成
時
間
、
燃
料
費
と
も
４
分
の
１
程
度
で

第
二
常
任
委
員
会

焼
成
で
き
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。

第
一
常
任
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
議
案

は
、
補
正
予
算
関
係
１
件
、
条
例
関
係
８
件
、

そ
の
他
の
案
件
２
件
で
あ
り
ま
し
た
。
主
な

質
疑
・
答
弁
は
次
の
と
お
り
で
す
。

☆
平
成
22
年
度
土
岐
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）
中
、
所
管
部
分

質
疑 

民
生
費
の
外
国
人
子
育
て
家
庭
支
援

事
業
に
つ
い
て
、
翻
訳
す
る
４
ヶ
国
語
の
選

定
基
準
は
。

答
弁 

外
国
人
の
子
ど
も
が
使
用
し
て
い
る

言
語
の
う
ち
、
上
位
４
ヶ
国
語
を
選
定
し
た
。

☆
土
岐
市
常
勤
の
特
別
職
職
員
の
給
与
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い

て質
疑 

特
別
職
報
酬
等
審
議
会
で
ど
の
よ
う

な
答
申
が
出
さ
れ
た
の
か
。

答
弁 

近
隣
市
の
状
況
を
鑑
み
、
期
間
を
限

定
し
て
５
％
程
度
の
削
減
が
望
ま
し
い
と
の

答
申
が
出
さ
れ
た
。

☆
土
岐
市
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条

例
及
び
土
岐
市
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て

質
疑 

現
在
の
育
児
休
業
等
の
取
得
状
況
は
。

　
　
　
平
成
22
年
４
月
１
日
現
在
の
取
得
者

は
、育
児
休
業
26
名
、育
児
短
時
間
勤
務
２
名
、

部
分
休
業
５
名
。

☆
土
岐
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て

質
疑 

個
人
の
市
民
税
に
係
る
扶
養
控
除
の

改
正
内
容
に
つ
い
て

　
　
　

16
歳
未
満
の
扶
養
控
除
の
廃
止
及
び

16
歳
以
上
19
歳
未
満
の
扶
養
控
除
の
上
乗
せ

部
分
12
万
円
の
廃
止
。

質
疑 

た
ば
こ
税
の
税
率
引
き
上
げ
に
よ
る

税
収
の
見
込
み
に
つ
い
て

答
弁 

半
年
間
で
２
千
９
百
万
円
の
増
収
を

見
込
ん
で
い
る
。

　
　
　
特
定
扶
養
控
除
を
廃
止
す
る
こ
と
に

よ
り
、
増
税
と
な
り
、
一
番
学
費
が
掛
か
る

時
期
に
負
担
が
大
き
く
な
る
た
め
反
対
す
る
。

☆
土
岐
市
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

質
疑 

財
政
支
援
措
置
の
４
年
間
延
長
を
行

わ
な
か
っ
た
場
合
の
影
響
に
つ
い
て

答
弁 

低
所
得
者
層
を
抱
え
る
市
町
村
、
高

額
な
医
療
費
に
対
す
る
国
、
県
の
補
助
率
等

を
引
き
続
き
実
施
す
る
も
の
で
あ
り
、
現
在

制
度
で
の
土
岐
市
の
交
付
金
と
し
て
は
、
毎

年
３
千
万
円
の
影
響
が
あ
る
。

☆
土
岐
市
立
幼
稚
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
に
つ
い
て

質
疑 
減
免
限
度
額
を
引
き
上
げ
た
場
合
の

影
響
に
つ
い
て

　
　
　
21
年
度
実
績
で
試
算
す
る
と
、
３
世

帯
合
計
７
万
８
千
円
で
あ
っ
た
も
の
が
、
10

万
５
千
円
と
な
り
、
減
免
額
が
、
２
万
７
千

円
増
え
る
。

☆
東
濃
西
部
広
域
行
政
事
務
組
合
規
約
の
変

更
に
伴
う
財
産
処
分
に
つ
い
て

質
疑 

電
算
シ
ス
テ
ム
統
合
か
ら
離
脱
し
た

の
で
、
今
回
の
財
産
処
分
に
つ
い
て
、
土
岐

市
と
の
関
係
は
。

答
弁 

土
岐
市
は
シ
ス
テ
ム
統
合
か
ら
離
脱

し
た
時
に
違
約
金
を
払
っ
て
清
算
し
て
お
り
、

財
産
に
つ
い
て
一
切
権
限
が
な
い
。

第
一
常
任
委
員
会

答
弁

討
論

答
弁

常任委員会所管部署

第一常任
委 員 会

総務部、市民部、福祉事務所、会計課、消
防本部、総合病院、老人保健施設やすらぎ、
駄知診療所

第二常任
委 員 会

建設部、経済環境部、水道部、教育委員会

答
弁


